
お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

生講座を「オンラインＬＩＶＥ講座」にて配信!

資産税実務研究会 スペシャルセミナー 無料参加費

講　師 大野 晃 氏
ITA大野税理士事務所  税理士／相続手続相談士研究協会  ディレクター
／一般社団法人中小企業税務経営研究協会  理事
／レッドスターコンサルティング株式会社  代表取締役社長

偏差値３８の機械科高校卒業から26歳で税理士取得。受験時代は相続の全国公開模試で2位の実績。相続手続実務も20代で着
手。業界初の飲食店開業支援モデルの取り組みが評価され船井総合研究所から会計事務所最優秀賞受賞。
一般社団法人中小企業税務経営研究協会では税理士業界の活性化と税理士が税務だけでなく経営能力の会得を目的に100名
超の税理士へマーケティング、セールス、採用戦略、クラウド活用等を講演・指導。
会計事務所向けのセミナー講演は累計200回以上の実績。また、個別経営コンサルティングについて税理士事務所からの歴任、他
に上場子会社のAI（人工知能）サービス会社の戦略アドバイザーも歴任

『相続手続』から
相続税申告報酬をもらう方法！

東 京 生 講 座 6/17 月 16:00-18:00 40 名様会場受講 先着
※オンラインLIVE講座は
　チャットによる質問が可能です。オンラインＬＩＶＥ講座※

受講料 一般・会員 ： 無 料

会　場

相続税申告からの集客は激戦で報酬相場が低価格になるので狙うな！

巷で騒がれる「今後無くなる仕事」にランクインしている税理士。実際のところ、ＡＩ化とは何なのか？そしてどの業務に
影響があるのでしょうか？現場の最前線をお伝えします。そして、ＡＩ化の影響や求人の困難さなど厳しい環境の中で生
き抜くために着手すべき業務：「相続手続き」とは一体何なのか？
相続税の申告は、小規模宅地の特例などで、申告税額が出ない・少ないことも多く、どの家庭でも発生する業務とは言
えません。しかし、銀行口座の解約や名義変更などの相続手続きは必ず発生します。１０年前から相続手続業務を専門
にやってきた行政書士が、その実態とそこから発生する税理士業務について解説。相続手続きを始めることで、既存の
顧問先への付加価値の提供だけでなく、高齢化社会に求められる税理士を目指します。

講　師 新井 健太 氏 新井行政書士事務所 所長
相続手続相談士研究協会  最高顧問  行政書士

運営サイト：練馬区の相続支援ドットコム
2009年　行政書士事務所開業 練馬区の相続支援ドットコム開設 同時にグーグルのPPC広告を始める
2018年　口座解約実績10億円を超える１回の相続における最多相続人は15人
町医者や公務員、個人事業主や現役社長の相続を手掛ける

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F　TEL：03-6262-3553
［浜松町］ ビジョンセンター浜松町 JR山手線・京浜東北線「浜松町駅（南口-S5階段・金杉橋方面）」 徒歩3分

東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅（南口-1出口）」 徒歩3分、都営大江戸線・浅草線「大門駅（A1出口）」 徒歩5分

～ AI ・ ロボット化が進む厳しい時代の中、 売り上げを伸ばす一手～



株式会社ファルベ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル4Ｆ  TEL 03-6228-3272  担当：藤井・内海

2019/6/17（月） 「【無料スペシャルセミナー】『相続手続』から相続税申告報酬をもらう方法！」 申込書

会場案内

概  要

ビジョンセンター浜松町
東京都港区浜松町2-8-14　浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL：03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線
　「浜松町駅（南口-S5階段・金杉橋方面）」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線
　「モノレール浜松町駅（南口-1出口）」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線
　「大門駅（A1出口）」 徒歩5分

浜松町

TEL.1 TEL.2　携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

FAX E-mail

ご住所 〒

事務所名参加者名｜フリガナ

お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

03-5539-3751 HPからのお申込みはこちら http://farbe-net.com/FAX送信先

セミナーの詳細、インターネットからのお申込みは で検索！フ ァ ル ベ セ ミ ナ ー

受講形式　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□ 生講座会場受講 （40名様） □ オンラインLIVE講座

● 税理士の前に立ちふさがるＡＩ・ロボット化の壁
● 税理士が置かれている困難な採用状況の実態
● なぜ税理士が「相続手続」に取り組むべきなのか？
● 相続手続業務の具体的な業務内容と注意点
● 相続手続・相続税申告・不動産売却紹介料の３つの柱から報酬をもらう！
● 相続手続業務の実例紹介
　「相続人が1名」 「一般家庭」 「会社経営者」 「相続人が10名以上」 「成年後見」 「相続登記」


